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介護保険料率
（昨年度と変更ありません）

収入 支出

１　保険給付費（医療費）総額の推移 ２　納付金・支援金の推移

1人当たり保険給付費の推移 1人当たり概算納付額の推移

科　目 2015年度
予算A

2014年度
予算B A-B 伸び率

（％）

保険給付費 80,241 82,232 △1,991 △2.4

納 付 金 等 49,572 47,864 1,708 3.6

保健事業費 7,802 7,977 △175 △ 2.2

健診会社補助
立 替 分 1,130 1,698 △568 －

財政調整事業
拠 出 金 等 4,489 4,657 △168 △3.6

予 備 費 3,077 2,000 1,077 53.9

支 出 合 計 146,311 146,428 △117 △0.1

経 常 支 出
合 計 140,995 141,992 △997 △0.7

　1人当たり保険給付費は増加しますが、被保険者数
の減少により保険給付費の総額は減少します。一方で、
高齢者への納付金・支援金は昨年度と比べ約17億円増
加、支出の33.9％（昨年度は32.7％）を占め、健保財政
にとっての負担がさらに増えました。

介護勘定

●財政状況の推移●

単位：百万円

経 常収支 1,350 △2,482 3,832 －

2011 2012 2013 2014
（実推）

2015
（予算）

一般被保険者 248,758 251,610 254,707 260,607 265,753
特退被保険者 592,116 605,567 607,728 627,288 641,636

2011 2012 2013 2014
（実推）

2015
（予算）

納付額 140,355 158,725 171,888 177,712 194,858

項　目 2015年度2014年度
被保険者
負 担 0.625% 0.625%

事 業 主
負 担 0.625% 0.625%

計 1.25% 1.25%

科　目 2015年度
A

2014年度
B A-B 伸び率

（％）
介護保険料
収 入 14,005 13,611 394 2.9

準 備 金
繰 入 等 0 0 0 0.0

収 入 合 計 14,005 13,611 394 2.9

科　目 2015年度
A

2014年度
B A-B 伸び率

（％）

介護納付金 13,049 13,546 △497 △3.7

介護保険料
還 付 金 等 956 65 891 1370.8

支 出 合 計 14,005 13,611 394 2.9

2011 2012 2013 2014
（実推）

2015
（予算）

（年度）
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単位：円 単位：円

単位：百万円 単位：百万円

保健事業費
78億円
5.3％

1,463
 億円

保険給付費
802億円
54.8％

納付金等
496億円
33.9％

財政調整事業拠出金等
56億円　3.8％

予備費
31億円 2.1％

保険給付費は減少するものの、納付金等は増加支　出

※端数処理のため、
合計が100％にな
りません。
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予算が決まりました
去る2月12日に開催された第67回組合会にて決議されました。

健康保険料率（昨年度と変更ありません）

基礎数値

項　目 2015年度 2014年度

被保険者負担 3.7% 3.7%

事業主負担 5.0% 5.0%

計 8.7% 8.7%

項　目 被保険者 平均標準
報酬月額

平均標準
賞与額（年間）

一般被保険者
224,100人 418,800円

1,829,100円

任継被保険者 -

特退被保険者   31,700人 279,000円 -

計 255,800人 401,500円 -

科　目 2015年度
予算A

2014年度
予算B A-B 伸び率

（％）

保険料収入 142,220 139,334 2,886 2.1

別 途 積立金
繰 入 0 3,030 △3,030 －

健診会社補助
立 替 分 1,374 1,415 △41 －

財政調整事業
交 付 金 等 2,717 2,649 68 2.6

収 入 合 計 146,311 146,428 △117 △0.1

経常収入合計 142,345 139,510 2,835 2.0

　標準報酬月額等が伸び、保険料収入が約29億円増加します。
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勘
定
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単位：百万円

収　入

財政調整事業
交付金等
41億円 
2.8％

保険料収入
1,422億円
97.2％

1,463
 億円

2015年度

kenyu-kikaku
線

kenyu-kikaku
線

kenyu-kikaku
線



上

5 4

大切なお知らせ

第67回組合会において下記についても決定されましたのでご報告いたします。

直営保養所の取り扱いについて
　増加を続ける高齢者医療費を支えるための支援金・納付金等の将来的な負担増や、今後
の施設老朽化に伴う改修費等を踏まえ、財政基盤強化の一環として保養施設の売却活動を
行ってまいりましたが、今回の組合会にて「売却活動を継続するが、直営保養所としては
2016年1月末ですべての営業を終了する」ことを決議いたしました。まことに残念では
ありますが、これまで長きにわたり、多くの加入者のみなさまにご利用いただきましたこと、
厚く御礼申し上げます。
　なお、売却先が未定の施設につきましては引き続き売却活動を行ってまいります。

区　分 保養所名 取　扱

売 却 先 決 定 伊 豆 た が 荘 2015年9月23日宿泊分で終了

売 却 活 動 中
浴 風 荘 売却活動を継続するが、直営保養所と

しては、2016年1月末で営業終了わ ら く 荘

現在の加入先 統合後の加入先
本　　部

本部加入
茨城支部

本部と茨城支部を統合します
　健保組合業務のさらなる効率化およ
び財政基盤強化の一環として、2016年
1月1日付で本部と茨城支部を統合いた
します。現在、茨城支部に加入されて
いる方は、統合後は本部加入となりま
す（詳細につきましては、改めて通知
いたします）。

㈱日京クリエイト　保養所予約受付センター

TEL：０１２０－４８９－１８６　　受付時間　9:30～16：30（土・日・祝日を除く）

保養所に関するお問い合わせ先

統合に関するお問い合わせ先

ラフォーレ倶楽部などの契約保養施設は引き続きご利用いただけます。

詳細は日立健保ホームページをご覧ください。 日立健保 検索

日立健康保険組合　茨城支部
TEL：０２９４－５５－７４８０

◎各保養所の取り扱い

※最終営業日等につきましては改めて通知いたします。

kenyu-kikaku
線

kenyu-kikaku
線
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線
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メニュー画面

❶ はっぴー・へるしー・らんど

❷ 健診費用補助

❸ 申請サポートシステム

※被保険者のみ利用可

❺ 機関誌「日立けんぽ」

❻ 家庭用常備薬斡旋

❼ 契約スポーツ施設

❹ 医療費通知

ウォーキングプログラムやダイエットプログラムを
ご提供しています。（本誌8ページをご覧ください）

各種健診メニューやオプションをご案内しています。

申請サポートシステムを利用することができます。
（本誌12ページをご覧ください）

Web上で、機関誌を閲覧することができます。
（発行月【4、7、10、1月】の中旬に新規配信分を掲載しています）

Web申込みが可能です。
ぜひご利用いただき、健康管理にご活用ください。

全国約970ヶ所のスポーツクラブを法人会員利用料で
利用することができます。（本誌20ページをご覧ください）

Web上で、過去２年分の医療費通知を確認することが
できます。（毎月20日頃に新規配信分を掲載しています）
※Web閲覧に切り替えた場合、紙の医療費通知は発行されなくなりますので
あらかじめご承知置きください。

❶

❷

❸

❹

❺
❻

❼

※被保険者のみ利用可

6

ログイン画面被保険者の方はこちら 日立健保加入者ならどなたでも

IDをお忘れの方はこちら任継・特退被保険者・被扶養者の方はこちら

※利用メニューが限られています。

※日立健保認証IDを取得後、「IDによるログイン」へお進みください。

ニューが限られています。ニューが限られています。

昨年8月に新設した、日立健保ホームページの「加入者向けメニュー」。
オンライン上で、家庭用常備薬を注文したり、医療費通知を確認することができます！

kenyu-kikaku
長方形

kenyu-kikaku
長方形

kenyu-kikaku
長方形



●一部のIP電話サービスからは0077のフリーコール番号につながらないことがございます。その場合は、IP電話　
9

　専用の歩数計 (e-walkeylife) とパソコンを
利用し、Web上のウォーキングコースを楽し
むウォークラリーです。
　ウォーキングプログラムを利用して普段の
ウォーキングをより楽しいウォーキングにし
てみませんか？

　不摂生な生活で気づいたらメタボに…。
　でも仕事も忙しいしダイエットなんて…。
「やらなきゃと　思っていても　続かない」
　そんなあなたにぴったりのダイエットプログラムです！
　日々の体重の変化をWeb上に記録しながら90日で5％の
体重減をめざし記録をするだけ。
　自分のペースで無理なくダイエットをしてみませんか？

　禁煙したい方のお手伝いをするプログラムです。今までに何度も禁煙に
失敗している方、初めてチャレンジする方、とにかく「禁煙したい」という
意志がある方ならどなたでも参加できます。

　病気・病院・くすりの検索、ストレスチェックなど、さまざまなコンテンツ
をご用意しております。

　特定健診の結果の確認や健康にいい食事メニュー、トレーニングプログ
ラムを調べたりすることができます。
　生活習慣の改善方法などさまざまな情報をご紹介します。

【四国八十八ヶ所コース】

【はらすまダイエット（ライト版）画面】

「いつでも相談できる安心」を提供しております

からだの健康相談に
相談してみよう！

※ご利用は上記フリーコール番号にお電話いただき、自動音声ガイドの指示に従ってください。
※対象疾患は上記フリーコール番号にお問い合せください。
※ベストドクターズ・サービスはBest Doctors, Inc.の登録商標です。

❶電話相談　【受付時間】年中無休（24時間医師が常駐）　
・経験豊かな看護師・保健師等の有資格者が相談にお応えします
・海外からは国際フリーダイヤルでご利用できます
❷ベストドクターズ®・サービス　【受付時間】午前10時～午後9時（日曜・祝日および年末年始を除く）
・三大疾病などの重篤な疾患と診断された方に、専門医同士の相互評価で高い評価を得た
　優秀な専門医をご案内します
・無資格者が対応することはありません

❸Web健康相談
・電話以外での相談方法としてWeb相談をご利用いただけます

ウォーキングプログラム

はらすまダイエット（ライト版）

禁煙サポートプログラム

ハッピーヘルシー倶楽部

健診結果検索

専用歩数計
（e-walkeylife)

フリーコール　0077-788700 携帯電話・PHSからもご利用できます

主治医の先生に
「手術が必要」と
いわれた…
他に何か方法は
ないのかな…？

※専用歩数計は、ウォーキング
　プログラムよりお申し込みください。

以外の回線または携帯電話でご利用ください。●「ファミリー健康相談」は株式会社法研に委託しております。
8

日立けんぽ健康ポータルサイト「はっぴー・へるしー・らんど」では、
「明るく・楽しい健康づくり」をテーマとした、

健康増進運動「日立ハッピーヘルシープログラム」を展開しております。
健康管理に役立つ医療・健康情報の提供や体力づくり支援、健康相談など、
幅広いメニューをご用意し、みなさまの健康づくりを応援します！

健康ポータルサイト「はっぴー・へるしー・らんど」

経験豊かな臨床心理士が、あなたの心の悩みにお応えします

こころの健康相談に
相談してみよう！

❶電話カウンセリング　【受付時間】午前10時～午後10時（日曜・祝日および年末年始を除く）
・全国どこからでも、電話による臨床心理士のカウンセリングが受けられます
・相談料／通話料無料で利用回数の制限もありません
　（ただし、ご相談者のご負担を考慮し、1日1回、20分程度のご利用をお勧めしています）　
　 ※海外からのご相談は受け付けておりません。

❷電話カウンセリング予約　【予約受付時間】午前10時～午後6時（日曜・祝日および年末年始を除く）
・電話カウンセリングの利用時間をあらかじめご予約いただけるサービスです
❸面接カウンセリング予約　【予約受付時間】午前10時～午後8時（日曜・祝日および年末年始を除く）
　（※面接は各カウンセリングルームの開設時間によります）
・被保険者、被扶養者とも年度内5回まで予約制の面接カウンセリング
　を無料で受けられます
・全国約150ヶ所のカウンセリングルームで受けられます

「はっぴー・へるしー・らんど」
ご利用にあたって

　当サイトをご利用いただくには
「加入者向けメニュー」へのログイ
ンが必要です。
　日立グループ認証基盤ディレク
トリ個人 IDとパスワードをお持ち
の方は「IDによるログイン」からロ
グインをしてください。
　ディレクトリ個人 IDをお持ちで
ない方は「IDをお持ちでない方」
から日立健保認証 ID発行手続きを
行ってください。
　（6ページをご参照ください。）

フリーコール　0077-788600 携帯電話・PHSからもご利用できます
家族の様子が
いつもと違うわ…
どうしたらいいの？

URL : https://www1.kenkou-p.hitachi-kenpo.or.jp/

kenyu-kikaku
長方形

kenyu-kikaku
長方形

kenyu-kikaku
長方形
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健診メニューの
ご紹介

日立健保オリジナルの健診メニューが、
契約健診機関で受診できます。 
※受診できる健診機関は、「日立健保健診のご案内」でご確認ください。

レディース健診 ミニドック

◆健診内容◆　 
　　女性特有のがん（子宮頸がん・乳がん）、 
　　急増している大腸がんの検査と 
　　基本検査をセットにした健診です。 
◆受診費用◆ 
　　一律　3,000円 
◆対象者◆ 
　　日立健保加入の30歳以上の 
　　本人および家族（女性） 
◆受診機関◆ 
　　日立健保の契約機関（のみ）

◆健診内容◆　 
　　生活習慣病予防に着目した健診。 
　　罹患率の高い胃がん・大腸がん検査と 
　　基本検査をセットにした健診です。 
◆受診費用◆ 
　　一律　3,000円 
◆対象者◆ 
　　日立健保加入の30歳以上の 
　　本人および家族 
◆受診機関◆ 
　　日立健保の契約機関（のみ）

ご家族（被扶養者）および任継・特退のみなさまへ 

2015年度　日立健保健診のご案内
　を送付しています。

2月中旬から、ご家族（被扶養者）および
任継・特退のみなさまのご自宅へ 
「2015年度　日立健保健診のご案内」を送付しています。 

● 2月の初回発送は、１世帯に１冊の送付となります。 
● ご案内が届かない場合は、下記、 コールセンターへ
　お問い合わせください。 
●健診制度・受診方法の変更はありませんが、 
 契約健診機関の一部に変更があります。 
● 内容をよくご確認のうえ、健診をお申込みください。

日立健保 健診コールセンター
TEL 0120-35-1110 
受付時間  9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

10

健康診断は年1回、毎年受けましょう
2008年度に特定健診が始まってから、2015年度で8年目。 
日立健保では、任継・特退被保険者・ご家族の方にも年1回の受診を推奨しています。

健診を受けている方は、 
年１回、毎年の受診を習慣にしましょう。 

健診を受けていない方は、 
まずは、今年、健診を受けましょう。

被保険者の
みなさんへ

ご自身が安心して仕事をするためにも、日々の生活を送るためにも、 

ご家族みんなが元気に年をとるためにも、毎年の健康チェックが大切です。 

ご家族の方へ、健診を受けるよう、ぜひお勧めください。 

◆ご家族の健診受診促進のため、被保険者ご本人に、 
　個別にご家族の受診勧奨のご依頼をする場合がございます。 

kenyu-kikaku
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お問い合わせが多い内容を
シリーズでお届けします。

健康保険証とは？

健康保険に加入していることを示す証明書です。
病気やケガで医療機関を受診する際、窓口に健康保険

証を提示すれば、自己負担分のみで必要な医療が受けられ
ます。

健康保険証を提示した場合の自己負担は？

医療費（10割）に対して、自己負担は３割※になります。
なお、残りの７割は健保負担（医療機関の請求により

支払い）しています。
　※70歳以上の方の自己負担割合は、所得の状況などにより、２割ま
たは３割。70歳以上の方については、負担割合を健康保険証に記
載しております。

健康保険証の有効期限はいつまでですか？

健保の加入要件を満たさなくなった日（就職などによ
り他制度に加入、後期高齢者医療制度に該当したと

きなど）が資格喪失日になりますので、資格喪失日の前日
までが有効期限となります。

家族が就職、結婚、収入基準超過等により健保の被扶養者でなくなる
場合、健康保険証を健保に返却する必要はありますか？

被扶養者でなくなる方の被扶養者削除届に添付してご返却いただく必
要があります。

　　　なお、一般被保険者の方と任継・特退被保険者の方で送付先が異なります。

健康保険 Q&AQ

Q

Q

Q

A

A

A

A

【負担割合が３割の場合】

個人負担
３割

健保負担
７割

医療費（10割）

送付先 一般被保険者の方 ➡　お勤めの事業所（健保担当部署）宛
任継・特退被保険者の方 ➡　加入している健保本・支部宛

お問い合わせ先　本部　03-4554-3020　　茨城支部　0294-55-7489

12

Webで
かんたん
手続き

4月中旬
公開予定

を
ご利用いただけます！

　被保険者で日立グループ認証基盤 ID または日立健保
認証IDをお持ちの方
　　※任継・特退被保険者の方は、限度額適用認定申請

のみ利用することができます。
　　※ご家族の方は利用できません。

①資格取得証明書発行願　
②被扶養者資格喪失証明書発行願
③限度額適用認定申請書（70歳未満対象）

※画面は開発中のもので、実際の公開
ページとは異なる場合があります。

申請サポートシステム
ご利用にあたって
(1)任継・特退被保険者の方は、限度額適用認定申請のみ利用することができます。
(2)下記メニュー以外の申請につきましては、従来どおり申請書を紙で出力し、提出してください。

〈申請メニュー〉
事　象 申請書 一　般 任継・特退 申請状況・履歴

資格の取得に関する証明書が
必要なとき 【T-401a】資格取得証明書発行願 に進む

申請手続き申請手続き申請手続き
に進むに進むに進む - 申請状況を

確認する
申請状況を申請状況を
確認する確認する

※一時保存した申
請もこちらから
ご覧いただけま
す。

被扶養者資格の喪失に関する
証明書が必要なとき 【T-401b】被扶養者資格喪失証明書発行願 申請手続き

に進む
申請手続き申請手続き
にに進むに進む -

70歳未満の方で、高額医療費の
限度額適用認定を受けるとき 【K-601】限度額適用認定申請書 申請手続き

に進む
申請手続き申請手続き
に進むに進む

上記以外の申請についても、今後、本システムが利用できるよう進めてまいります（2016年1月予定）。

利用できる方 申請メニュー

申請サポートシステム

●入力内容をシステムがチェック→記入もれなどを防ぐことができます
●申請状況が「見える」→申請の処理状況を確認することができます

ここが
便利！

2015年4月から次の申請については申請サポートシステムをご利用
いただけます。　（注）ご家族の方は本システムを利用できません。
●資格取得証明書発行願
●被扶養者資格喪失証明書発行願
●限度額適用認定申請書（70歳未満対象） ら

申請サポートシステム申請サポートシステム申請サポートシステム
はこちらはこちらはこちら
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大
き
な
病
院
を
受
診
す
る
と
き
は

  

か
か
り
つ
け
医
の
紹
介
状
を

　

持
っ
て
い
こ
う

紹介状なしで

大病院を受診する
と

特別料金がかかり
ます

かかりつけ医を持とう

ベ
ッ
ド
数
２
０
０
床
以
上
の
大
き
な
病
院
に
い
き
な
り
受
診
す
る
と
、

 

初
診
料 

の
ほ
か
に
特
別
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

 

特
別
料
金 

は
保
険
の
対
象
外
で
全
額
自
費
で
す
。

数
百
円
の
病
院
も
あ
れ
ば
数
千
円
の
病
院
も
あ
り
、

金
額
は
病
院
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

た
だ
、
か
か
り
つ
け
の
お
医
者
さ
ん
か
ら
の
紹
介
状
が
あ
る
と
、

特
別
料
金
は
請
求
さ
れ
ま
せ
ん
。

家
計
の
節
約
に
つ
な
が
り
ま
す
ね
。

●自宅や勤務先の近くなど、身近にある。

●気軽にいつでも体や健康のことが相談できて、病

気になったときには病状を丁寧に正確に説明して

くれる。

●病気や病状によって必要なときにはふさわしい医療

機関を紹介してくれる。

？
特定療養費制度に基づく特別な料金のこと。大
きな病院は、高度で専門的な検査や治療をす
る役割がある。一方、地域の医院、診療所は
かぜや腹痛など一般的な病気の治療を行うと
ともに、一次的な医療の窓口としての役割が
ある。医療機関の機能分化を推し進める目的
で特別料金が設定されている。

ま
ず
は
、

近
所
の
か
か
り
つ
け
の

お
医
者
さ
ん
に

か
か
る
の
が

お
ス
ス
メ

初診料って何

特別料金って何

？
医療機関を初めて受診したときに
かかる料金のこと。金額は2,820円（保険の対
象で3割負担の人の場合850円）。※

　信頼できるかかりつけ医が
いない、という人は、健康な
うちから周りの人の評判を聞
いたり、かぜをひいたときに
受診してみるなどして、情報
を集め、かかりつけ医をさが
してみましょう。

かかりつけ医とは

※医療保険制度改革関連法案の中で見直しが予定されています。

氏名

●ジェネリック医薬品に関するご説明をお願いし
ます。

●ジェネリック医薬品について検討のうえ、可能
であれば処方をお願いします。

●このカードは、保険証・診察券などと一緒にお
戻しください。

医師・薬剤師のみなさまへ

▼ジェネリックお願いカード（裏面）※詳細は次ページをご覧ください▼

大
き
な
病
院
に
か
か
る
と
き
は

か
か
り
つ
け
の

お
医
者
さ
ん
に
紹
介
状
を

書
い
て
も
ら
っ
て

持
っ
て
い
く
と

特
別
料
金
が
か
か
り
ま
せ
ん
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１
．
規
則
正
し
い
生
活
を
心
が
け
る

　
　
（
日
常
的
な
健
康
管
理
） 

  

不
規
則
な
生
活
や
食
事
に
加
え
、
睡
眠
不
足
な
ど
の
不
摂
生
を
続

け
る
と
、
体
力
や
抵
抗
力
が
落
ち
、
か
ぜ
を
ひ
い
た
り
、
長
引
い

た
り
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
ご
ろ
の
不
摂

生
が
長
い
間
蓄
積
さ
れ
る
と
、
糖
尿
病
や
高
血
圧
な
ど
の
生
活
習

慣
病
を
発
生
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
る
と
い
う
意
識
で
、
日
常
的
な
健
康

管
理
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

 

２
．
健
康
状
態
と
生
活
習
慣
を
チ
ェ
ッ
ク 

  

健
診
結
果
に
つ
い
て
か
か
り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師
な
ど
の
専
門

家
に
相
談
し
な
が
ら
、
生
活
全
般
を
見
直
す
こ
と
が
大
切
で
す
。 

　

体
重
・
体
脂
肪
・
血
圧
な
ど
の
数
値
と
そ
の
推
移
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
だ
け
で
も
、
健
康
へ
の
意
識
は
高
ま
り
ま
す
。

３
．
市
販
薬
を
上
手
に
使
う 

　

病
院
に
行
く
ほ
ど
で
は
な
く
て
も
、
体
調
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き
、

か
ぜ
、
頭
痛
、
下
痢
、
食
べ
す
ぎ
な
ど
の
症
状
が
で
て
い
る
と
き

に
市
販
薬
を
使
い
ま
す
。

　

市
販
薬
を
使
っ
た
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
、
早
め
に
自

分
で
手
当
て
を
す
る
こ
と
が
健
康

管
理
に
役
立
ち
ま
す
。

　

し
か
し
、
不
十
分
な
知
識
に
よ

る
薬
の
服
用
は
よ
く
な
い
結
果
を

招
き
か
ね
ま
せ
ん
。
市
販
薬
を
使

用
し
て
も
症
状
が
改
善
し
な
い
と

き
は
、
医
師
や
薬
剤
師
な
ど
の
専

門
家
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

???キーワードで知りたい
医 

療 

費 

適 

正 

化

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
っ
て
何
？

みなさまの医療費節約に役立つ情報を
シリーズでお届けします。
４月号は
「セルフメディケーション」と
「大きな病院にかかるときの紹介状」です。

「
自
分
自
身
の
健
康
に
責
任
を
持
ち
、
軽
度
な
身
体
の
不
調
は
自
分
で
手
当
て
す
る
こ
と
」を

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
い
ま
す〔
世
界
保
健
機
構（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）の
定
義
よ
り
〕。

私
た
ち
の
体
に
は
、
病
気
を
予
防
し
た
り
、

病
気
や
け
が
な
ど
か
ら
回
復
す
る
た
め
の
力
＝「
自
然
治
癒
力
」が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
践
の
た
め
に
は
、

ま
ず
運
動
・
食
事
・
休
養
を
十
分
に
と
り
、

体
の「
自
然
治
癒
力
」を
高
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

自
分
で
？

市
販
薬
で

治
す
っ
て
コ
ト
？

薬
剤
師
さ
ん
に

相
談
も
で
き
る
よ

自
分
の
健
康
は

自
分
で

守
る
こ
と
だ
よ

何
そ
れ
？

セ
ル
フ

メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
？
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㈱日立製作所
情報・通信システム社
京浜地区産業医療統括センタ

平沼 克己 先生

効果的なブラッシングで
歯の健康を保ちましょう！

千
年
程
前
の
風
景
を
教
え
て
く
れ
る『
枕
草
子
』を
ご
存
じ
で
し

ょ
う
か
。「
春
は
曙
あ
け
ぼ
の。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山や
ま
ぎ
わ際
、
す

こ
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。」
で
始

ま
る
、
清
少
納
言
が
書
き
綴
っ
た
書
で
す
。

　

枕
草
子
の
中
に
は
、
口
に
関
し
て
の
記
述
も
あ
り
ま
す
。
た
と

え
ば
、
歯
の
痛
み
に
つ
い
て
は
、「
齒
を
い
み
じ
く
病
み
ま
ど
ひ
て
、

額
髮
も
し
と
ど
に
泣
き
ぬ
ら
し
、
髮
の
乱
れ
か
か
る
も
知
ら
ず
、
面

赤
く
て
抑
へ
居
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。」
―
―
歯
が
痛
く
て
、
髪

を
振
り
乱
し
て
泣
い
て
い
る
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
当
時
は
、

病
に
対
し
て
は
祈
祷
や
、陰
陽
師
が
携
わ
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、

歯
の
痛
み
に
は
対
処
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
顔
や
歯
に
つ
い
て
も
、
前
の
歯
が
欠
け
て
い
た
ら
恥
ず
か

し
い
と
い
っ
た
こ
と
や
、口
が
臭
う
な
ど
の
こ
と
も
書
か
れ
て
い
て
、

千
年
も
前
か
ら
歯
科
医
師
は
い
な
く
て
も
、
口
や
歯
の
健
康
を
考
え

て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
食
生
活
や
環
境
は
違
っ
て
も
考
え
て

い
る
こ
と
は
似
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。「
歯
を
治
す
た
め
に

は
ど
う
す
れ
ば
？
」
な
ん
て
考
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と

思
う
と
、
何
か
不
思
議
な
気
分
に
な
り
ま
す
。

虫
歯
は
、
昔
も
今
も
食
生
活
や
生
活
習
慣
と
密
接
な
関

係
に
あ
り
ま
す
が
、
食
べ
物
の
中
に
は
歯
を
掃
除
す

る
食
べ
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
り
ん
ご
、
人
参
、
た
け

の
こ
、
し
い
た
け
、
ほ
う
れ
ん
草
、
白
菜
、
わ
か
め
、
昆
布
、

ひ
じ
き
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
納
豆
な
ど
、
食
物
繊
維
を
含
ん
だ

も
の
で
す
。

　

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
歯
を
磨
か
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歯
を
磨
か
な
い
と
虫
歯
や
歯
周
病
に

な
っ
た
り
、
虫
歯
や
歯
周
病
が
進
行
す
る
こ
と
は
、
み
な
さ

ん
も
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。
口
の
中
は
自
分
自
身
で
は
十

分
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、定
期
検
診
も
必
要
で
す
。

効
果
的
な
ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ（
歯
磨
き
）
の
た
め
に
、
自
分
に
適
し

た
歯
ブ
ラ
シ
を
使
い
ま
し
ょ
う
。
歯
の
表
面
な
ど
か
ら
汚
れ

を
落
と
す
に
は
、
毛
先
が
硬
い
歯
ブ
ラ
シ
の
方
が
軟
ら
か
い
も
の
よ

り
も
効
果
的
で
す
が
、
毛
先
が
硬
い
歯
ブ
ラ
シ
は
、
歯
茎
を
傷
つ
け

た
り
、
歯
の
表
面
を
削
り
取
っ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
逆
に

毛
先
が
軟
ら
か
す
ぎ
る
も
の
は
、汚
れ
を
落
と
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

ブ
ラ
ッ
シ
ン
グ
の
方
法
に
も
よ
り
ま
す
が
、
歯
ブ
ラ
シ
の
毛
先
を
上

手
に
使
う
こ
と
を
心
が
け
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
歯
ブ
ラ
シ
の
毛
先

や
柄
の
サ
イ
ズ
は
で
き
れ
ば
小
さ
め
の
も
の
で
、
口
の
中
全
体
に
毛

先
が
十
分
に
届
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

ま
た
、
歯
ブ
ラ
シ
は
１
ヶ
月
に
一
度
交
換
す
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
ま
す
。
毛
先
が
開
い
て
し
ま
っ
た
歯
ブ
ラ
シ
は
早
く
交
換
し
て
く

だ
さ
い
。
１
ヶ
月
で
毛
先
が
開
い
た
り
す
る
人
は
、
歯
を
磨
く
時
に

力
が
入
り
す
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、
力
を
あ
ま
り
加
え
ず
に
磨
い
て
み

ま
し
ょ
う
。

自
分
に
適
し
た
歯
ブ
ラ
シ
を

使
い
ま
し
ょ
う
！

歯
ブ
ラ
シ
の
毛
先
を
上
手
に

使
い
ま
し
ょ
う
！

歯
ブ
ラ
シ
は

１
ヶ
月
に
一
度

交
換
し
ま
し
ょ
う
！

その1その2その3

効果的なブラッシングのために
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▼切り取ってお使いください▼

ジェネリック医薬品を
活用しましょう！

「
効
き
目
は
新
薬
と
同
じ
な
の
に
、
価
格
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
お
薬
」、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
。

増
え
続
け
る
医
療
費
に
歯
止
め
を
か
け
る
、
文
字
ど
お
り
の「
特
効
薬
」で
す
。

厚
生
労
働
省
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
数
量
シ
ェ
ア
を

２
０
１
８
年
３
月
末
ま
で
に
60
％
以
上
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

ジェネリック
医薬品って
どんな薬？

　新薬の特許期間が切れた後に、同じ有効成分で
作られるのがジェネリック医薬品。開発研究にか
けるコストが抑えられるため、新薬よりも安い価
格で販売できます。

安全性はお墨付き
　新薬と同じように、薬事法や品質再評価による
厳しい基準をクリアしているため、「安い」だけでは
ありません。味やにおい、大きさなど、新薬より
飲みやすく改良されているものもあります。

　受診の際に窓口で保険証と一緒にこのカードを提出し、
「ジェネリック医薬品がある場合は処方を希望する」旨を
伝えましょう。医師や薬剤師に相談のうえご利用ください。

低価格で家計にやさしい

ジェネリック医薬品を利用するには

※すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。変更を希望する際は、
医師や薬剤師に相談してみましょう。

厚生労働省のジェネリック医薬品使用促進の取り組みについてはこちらをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/

見本

　日立健保では、機関誌への情報掲載のほかに、ジェネリック医薬品
に切り替えた場合の差額が大きい方を対象に『お薬についてのお知らせ』
（差額通知書）を定期的にお送りするなど、ジェネリック医薬品の使用促進
を図っています。

「ジェネリック医薬品の在庫が豊富」など、ジェネリック医薬品に
積極的な薬局や医療機関を地域ごとに以下で調べることができます。

　　　　　　　　　　　　⬇
「日本ジェネリック医薬品学会（かんじゃさんの薬箱）」

のホームページ

http://www.generic.gr.jp
日立健康保険組合

kenyu-kikaku
長方形

kenyu-kikaku
長方形

kenyu-kikaku
長方形
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2015年度上半期　保養所休日一覧
■は休日
※休日は突発的な補修などで変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

わ ら く 荘

浴 風 荘

4月 5月 6月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

7月 8月 9月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

4月 5月 6月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

7月 8月 9月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

伊豆たが荘
4月 5月 6月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

7月 8月 9月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

※9/23宿泊分で営業終了となります。

営業終了

お知らせ掲示板
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誕　生　日 送　付　日 使用可能日（発効日）

昭和20（1945）年　4月2日～ 5月1日 2015年　4月22日頃 2015年　5月1日

昭和20（1945）年　5月2日～ 6月1日 2015年　5月22日頃 2015年　6月1日

昭和20（1945）年　6月2日～ 7月1日 2015年　6月24日頃 2015年　7月1日

昭和20（1945）年　7月2日～ 8月1日 2015年　7月23日頃 2015年　8月1日

任継・特退被保険者の方へ

70歳を迎えられる方へ

 お問い合わせ先   本部 ☎03-4554-3020　茨城支部 ☎0294-55-7489

 お問い合わせ先   本部 ☎03-4554-3020　茨城支部 ☎0294-55-7489

※事業所にお勤めの方とご家族につきましては、月末までに所属事業所から順次配布されます。
※任継・特退被保険者の方は、ご自宅へ送付いたします。

※毎月の保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。

［注1］ 前年度の9月30日における当健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額または退職時
の標準報酬月額のいずれか低い額が適用となります。

［注2］ 前年度の9月30日における当健保組合の一般被保険者および任意継続被保険者の平均
標準報酬月額に前年（1月～ 12月）の一般被保険者の標準賞与額の12分の1を加えた
額の2分の1を千円未満切り捨てした額が適用となります。ただし、健康保険制度に
おける現役並み所得者と判断される標準報酬月額以上となる場合、標準報酬月額は
279,000円が適用となります。

　2015年度（2015年4月～ 2016年3月）の標準報酬月額をお知らせします。

　70歳の誕生日の翌月１日（誕生日が1日の場合は誕生月）から使用が可能な「健康保険被保険者証兼高
齢受給者証（以下、健康保険証）」を下記のとおり送付いたしますので、使用可能日（発効日）以降は新し
い健康保険証をご使用ください。（古い健康保険証は、ご返却ください）

【例】◆１月１日生の方は１月１日から使用可能
 ◆１月２日生以降の方は２月１日から使用可能

■新規編入事業所
事業所名　 所在地 所属支部 編入年月日

日立化成住電パワープロダクツ株式会社 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 本部 2015年1月1日

公告

任継被保険者［注1］ 特退被保険者［注2］

410,000円
または退職時の標準報酬月額のいずれか低い方

279,000円

新しい保険証を
交付します！

kenyu-kikaku
長方形

kenyu-kikaku
長方形

kenyu-kikaku
長方形



日立健康保険組合   　〒 101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地　AKSビル　TEL. 03（4554）3010（直通）

新規契約スポーツ施設のご紹介
　日立健保では、みなさまが健康で明るく充実した毎日を過ごしていただけるよう、スポーツクラブ3社（コナミスポーツクラブ、
スポーツクラブルネサンス、セントラルスポーツ）と法人利用契約をしておりますが、2015年4月から新たに㈱日立ライフが運
営する4施設（フィットネスクラブ「スパーク鮎川」、「スパーク青葉」、「スパーク千代田」、「リラひたち」）が法人会員利用料で利用できます。

※法人契約は一般的な月会費利用に対する割引契約ですので、平日や夜間などの特別な日時のみ
利用可能な会員料金や各種スクールの会員料金と比較すると割高となる場合があります。

充実した施設＆プログラムで楽しくフィットネス！
マシンジム プール スタジオ スパ

それぞれの目的に合わせた多彩な
マシンラインナップ！

歩行コースと遊泳コースに分けて
います。安心して水中運動を！
プールサイドのジャグジーも充実！

各施設（マシンジム・プール・ス
タジオ）のご利用方法や、あなた
に合ったプログラムをアドバイス
します。

ご自分の筋肉量、骨量、体脂肪・
内臓脂肪、基礎代謝量を細かく
分析します。

体組成測定で、ご自身の身体構
成を知っていただき、今後のト
レーニングのアドバイスを行い、
目標を設定します。

2面のスタジオでは、40種類以上
のプログラムをご用意！　あなたに
合ったプログラムが見つかります！

広いお風呂＆サウナで、1日の疲れ
を取りましょう！　充実したスパ
施設で快適な癒しのひとときを！

ご入会された方
全員に
安心のサポートを

トレーナーが
あなたの体力を

チェック＆アドバイス！

オリエンテーション
（ご利用説明会） 体組成測定 カウンセリング

スパーク鮎川
日立市国分町3-12-22
TEL 0294-28-6616

スパーク青葉
ひたちなか市青葉町9-10

TEL 029-354-5020

スパーク千代田
かすみがうら市下稲吉2008-1

TEL 029-834-8055

リラひたち
ひたちなか市堀口702-3

TEL 029-276-7830
http://www.sparks.jp http://www.hitachi-life.com/lila/

●料金表（4施設共通）
月会費

法人会員証手数料 1,080円/枚

法人会員利用料 7,020円/月～ 8,100円/月
（施設により異なりますので、各施設窓口にお問い合わせください）

都度利用 法人会員証手数料 なし（都度、利用証にご記入いただきます）
法人会員利用料 1,620円/回

♪従来のスポーツクラブもご利用できます♪
施　　設　　名 月会費 都度利用

法人会員証発行手数料 法人会員利用料 法人会員証発行手数料 法人会員利用料
コナミスポーツクラブ

http://www.konamisportsclub.jp/corp/
TEL 0120-919-573

平日9：00 ～ 19：00　土・日・祝日10：00 ～ 18：00
※2015年4月より法人会員料金プランが変更になっておりますのでご留意願います。

1,080円/枚
4,752円/月

～
13,467円/月（※）

1,080円/枚
864円/回

～
4,752円/回（※）

スポーツクラブルネサンス
http://hcbiz.s-re.jp/
TEL 03-5600-5399

平日10：00 ～ 18：00
1,080円/枚 8,424円/月 1,080円/枚 1,620円/回

セントラルスポーツ
http://www.central.co.jp/

TEL 03-5543-1819
平日9：30 ～ 18：00

契約対象外 540円／枚
540円/回

～
2,160円/回（※）

（※）利用される施設、プランにより異なりますので、詳細は各施設の窓口へお問い合わせください。

ご利用時は
健康保険証の提示が

必要です




